高齢者等（住民税非課税世帯）住宅除雪費補助金のご案内

自宅及びその周辺の積雪量が５０センチメートルを超えなお降雪が続く場合等で、対象者が自宅の屋根、避難路等の除雪作業を第三者に依頼し費用が発生した際にその一部を補助します。　積雪状況が確認できる写真の添付が必要です。
○　補助対象者

綾部市に住所を有し、次のいずれかに該当する世帯が対象です。
ただし、当該年度の住民税非課税世帯であって、対象者と同一の自治会連合会内に子が居住していない世帯に限ります。
　（１）高齢者世帯（６５歳以上の者のみで構成する世帯）
　（２）障害者世帯（世帯主が身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が４級以上に該当する者で、義務教育課程を修了した子が同居していない世帯）

　（３）母子世帯（義務教育課程修了前の子とで構成する世帯）
○　補助金額
　（１）１回当たりの除雪費用の２分の１の額を補助します。
※　上限は20,000円で100円未満は切捨てとなります。
（２）同一年度１世帯の補助金額の上限は４０,０００円です。

　　　　　　※　回数の制限はありません。
○　提出書類
（１）綾部市高齢者等住宅除雪費補助金交付申請書兼除雪実績報告書
　　　　　※　世帯に係る証明として担当地区の民生児童委員の記名押印が必要です。
（２）補助金請求書
（３）領収書（写）　　〇月〇日、△△宅除雪作業と記載してあるもの。
（領収書に記載が出来ない場合は、作業内容等を記載した書類を添付してください。）
（４）積雪状況を確認できる写真
　　※　上記の（１）、（２）の書類は、奥・中・口上林、山家、東・西八田、豊里、
物部、志賀郷の各地区自治会連合会事務所と高齢者支援課に配置します。
〇　申請書提出期限　
令和8年３月16日（月）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○　申請書の提出先、お問い合わせ先
　　　　　綾部市役所　高齢者支援課　高齢者福祉担当
電話　４２－４２５９（直通）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話　４２－３２８０（代表）内線240
高齢者等住宅除雪費補助金対象者確認チャート

積雪のため、自宅及びその周辺の状況、天候などが①から④にすべて該当
①　自宅付近の積雪量が５０ｃｍ（屋根からの落雪、除雪作業により堆積した雪は除きます。）を超えている。
②　降雪が続くか又は大雪のおそれが予想される。
③　除雪を実施しないと災害のおそれがあると市長が認めた場合
④　生活の拠点となる屋根、避難路の除雪が必要で自力では困難であること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  はい

　　　　　
いいえ　　　　　　　　　 はい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　 いいえ　　　 　　　　　  はい

　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　いいえ　　　　　　はい

綾部市に住所を有し、住民税非課税世帯である








同一自治会連合会内に子が居住していない。





以下の（１）～（３）のいずれかに該当


（１）高齢者世帯（６５歳以上の者のみで構成）


（２）障害者世帯（世帯主が４級以上の身体障害者手帳を受け、同一世帯に義務教育課程を修了した子がいない。）


（３）母子世帯（同一世帯に義務教育課程を修了した子がいない。）





第三者に除雪を依頼した際に対象となります。


・ １回当たりの補助金の額は、除雪に要した費用の1/2の額（上限20,000円、100円未満切捨て）


・ １世帯の同一年度内の限度額は、40,000円


　　（回数の制限はありません。）





補助対象外


となります。








